
神戸市市民福祉調査委員会 介護保険専門分科会 企画・調査部会 

令和３年度第１回「総合事業サービスワーキンググループ」次第 

 

１ 日 時 令和４年２月２日（水）午後３時 00 分 ～ 午後４時 30 分 

 

２ 場 所 神戸市役所１号館 14 階 1141 会議室 

 

３ 次 第 

（1）開 会 

（2）定足数の確認 

（3）座長の選任 

（4）議事 

  ① 介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況報告 

・ 各サービスの状況 
・ 介護予防通所サービスの提供における目標設定・実績評価 

・ 生活支援訪問サービス従事者養成研修 

・ ＫＯＢＥシニア元気ポイント制度 

  ・ つどいの場支援事業 

  ・ ケアマネジメント支援体制 

 ② 総合事業の対象者の弾力化への対応について 

 ③ 第８期介護保険事業計画以降の円滑な運営に向けて 

④ その他 

 （5）閉 会 

 
〈配布資料〉 
資料１． 神戸市総合事業の実施状況 
資料２． 介護予防通所サービスの提供における目標設定・実績評価 
資料３． 生活支援訪問サービス従事者養成研修 
資料４． ＫＯＢＥシニア元気ポイント制度 
資料５． つどいの場支援事業 
資料６． ケアマネジメント支援体制 
資料７． 総合事業の対象者の弾力化への対応 
資料８． 第８期介護保険事業計画以降の円滑な運営に向けて 
参考資料１．神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会企画・調査部会 

「総合事業サービスワーキンググループ」委員名簿 
参考資料２．神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会運営要綱 
参考資料３．神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会企画・調査部会 

ワーキンググループ設置要綱 
参考資料４．前回（令和２年度第１回）議事録 
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介護予防・日常生活支援総合事業

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

名称
実施
方法

内容 利用者負担 利用者数
事業所

（団体）数

介護予防
訪問サービス
（従前の訪問介護相当）

指定
従来の訪問介護と同じサービス。

ヘルパーにより、身体介護と掃除・
買物などの生活援助を提供

利用頻度
によって

令和３年９月
約8,700名

令和３年９月
535

生活支援
訪問サービス
（訪問型サービスＡ）

指定
従事者の資格要件を緩和し、市の
定める研修を修了した方等により、
掃除・買物などの生活援助を提供

介護予防
訪問サービス

の8割

令和３年９月
約2,170名

（全体の約20%）

令和３年９月
318

住民主体

訪問サービス
（訪問型サービスＢ）

補助
ＮＰＯ法人等の有償ボランティアに
よる、掃除・買物などの生活援助

サービス提供
者が設定

令和３年９月
51人

令和３年９月
5団体

通
所
型
サ
ー
ビ
ス

名称
実施
方法

内容 利用者負担 利用者数
事業所

（箇所）数

介護予防
通所サービス
（従前の通所介護相当）

指定 従来の通所介護と同じサービス
利用頻度に

よって
令和３年９月
約10,180名

令和３年９月
434

フレイル改善
通所サービス
（通所型サービスＣ）

委託
フレイル改善のための栄養（食・口
腔）、運動、社会参加をバランスよく
取り入れたプログラムを提供

1回200円
（月800円）

令和３年９月
111名

令和３年９月
12箇所

一
般
介
護
予
防
事
業

名称 内容 実績

地域拠点型一般
介 護 予 防 事 業

地域福祉センター等で週1回5時間程度、体操やレクリエーション、
給食、専門職による介護予防講座等、様々なメニューを提供

令和３年12月末時点
73地域（101ヶ所）で実施

つ ど い の 場
支 援 事 業

月一回以上、通年開催などの要件を満たす通いの場を運営する
団体に対して、場所代などの運営費の一部を補助

令和３年12月までに
169箇所決定

フ レ イ ル 予 防
支 援 事 業

集団で行う簡易なフレイルチェックや、フレイル予防のための栄養
（食・口腔）、運動、社会参加についてのアドバイスを行う
１回90分以上

令和３年度12月末時点ま
で参加者数
年度累計982人

Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ シ ニ ア
元気ポイント事業

高齢者施設において高齢者施設等で掃除、洗濯物の整理などの
活動を行った高齢者に、ポイントを交付し、換金を行う

令和３年度12月現在
登録者数 693人
参加施設数 111施設

要支援１・２
の方が利用

神戸市が行う総合事業のサービス 資料1-1
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サービス毎の利用状況と推移

単位：人

H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 H31.3 R2.3 R3.3 R3.6 R3.9

介護予防訪問サービス　注１ 12,452 12,511 12,499 12,314 11,870 10,758 9,450 9,174 8,775 8,888 8,702

生活支援訪問サービス 506 1,823 2,057 2,054 2,112 2,170

計 12,452 12,511 12,499 12,314 11,870 11,264 11,273 11,231 10,829 11,000 10,872

訪問　前年同月比伸び率 2.7% 0.5% -0.1% -1.5% -3.6% -1.6% 0.1% -0.4% -3.6% -1.6% -3.4%

介護予防通所サービス　注２ 7,480 8,270 8,980 9,401 9,653 9,845 10,585 9,843 10,168 9,933 10,177

通所　前年同月比伸び率 13.9% 10.6% 8.6% 4.7% 2.7% 1.7% 7.5% -7.0% 3.3% 0.0% -1.3%

注１　H29.3以前は介護予防訪問介護の利用者数のみ。H30.3は介護予防訪問介護の利用者数を含む。

注２　H29.3以前は介護予防通所介護の利用者数のみ。H30.3は介護予防通所介護の利用者数を含む。

注３　兵庫県国保連合会給付実績情報等に基づき作成したもので、月遅れ請求の存在等により、今後も変動する。

利用者数伸び率（前年同月比）の推移

事業所数の推移 ※みなし指定の終了による事業所数の減

H29年
12月

H30年
３月

H30年
６月

H30年
９月

H30年
12月

H31年
３月

R2年
3月

R2年
6月

R2年
12月

R3年
3月

R3年
6月

R3年
9月

介護予防訪問サービス 568 602 539 546 542 544 541 532 529 538 535 535

生活支援訪問サービス 248 257 267 275 281 304 308 305 303 315 316 318

住民主体訪問サービス 4 4 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5

介護予防通所サービス 450 454 427 429 418 425 421 430 434 436 433 434

※神戸市介護保険制度の実施状況より　　　　　　　　　　　　　　　

資料1-3

　みなしは、H29.4からH30.3の期間、もともとの指定を持っているところは、総合事業の各サービス（介護予
防訪問、介護予防通所）の指定を改めて取らずにサービスを提供することが可能であった。

2.7% 0.5% -0.1%

-1.5%
-3.6%

-1.6%

0.1%
-0.4%

-3.6% -1.6% -3.4%

13.9%

10.6%
8.6%

4.7% 2.7%
1.7%

7.5%

-7.0%

3.3%
0.0%

-1.3%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 H31.3 R2.3 R3.3 R3.6 R3.9

訪問 前年同月比伸び率

通所 前年同月比伸び率

H29.4総合事業開始

R2.3コロナウイルス感染症拡大



介護予防通所サービスの提供における 

目標設定・実績評価について（令和２年度実施分報告） 

 
１．目的 

介護予防通所サービス事業所において、サービスの目的である「利用者の心身機能の維持回

復や生活機能の維持向上」に意識して取り組んでいただき、利用者個々へのサービス提供内

容を自己分析することで、事業所全体で取組内容の創意工夫や質の向上を目指す。 
 
２．評価の基準 

  評価用チェックリスト（15 項目） 

理由：「生活機能」、「運動機能」、「栄養改善」、「認知機能」、「うつ」などの心身状態の変化

を総合的に評価できるため 

 
３．概要 

（１）年度当初（事前） 

・利用者（要支援者及び事業対象者）に対して、評価用チェックリストを実施し、利用者

の状態を評価する。（年度途中の新規利用者は、受け入れの都度、実施する。） 

   ・1 年間の利用者全体の状態の維持改善に関する目標を設定する。 

(２) 年度末（事後） 

・利用者の評価用チェックリストを実施し、年度当初（事前）と比較し、利用者ごとに改

善、維持、悪化の判定を行う。 

・年度当初に設定した目標の達成状況について要因分析を行うとともに、翌年度の目標を

設定し、目標達成に向けた取組を記載する。 

 また、今年度より、年度途中にサービスを終了・中断した方についても理由別に人数を集計

して報告を行うこととした。 

 

４ レポート提出数 

  447 事業所（市外 11 事業所含む） 
 
５．提出されたレポートの概要 

新型コロナウイルス感染症の影響により、年度当初は１回目の緊急事態宣言による自粛要請

期間の最中であり、その後も高齢者やその家族の感染不安の高まりから、自粛傾向がみられ

た。チェックリストの結果からは外出頻度に関する設問や、運動機能・うつ・認知機能の項

目で悪化したとの回答が多かったものの、現状を客観的に評価し、新たな取り組みやサービ

ス内容の工夫を行っている事業所が多くみられた。 
 

悪化・サービス終了・中断の要因分析 

サービスを終了・中断した方について理由別の集計を行った結果、「要介護になった」が全

体の 24％と最も多く、次にコロナの感染不安（全体の 22％）といった結果だった。 

＜悪化の要因分析＞ 

・「運動機能・認知機能の低下」が考えられる。対象者の半数が運動機能の数値において、

資料 2 



低下を示しており外出自粛が介護予防においても大きく影響した可能性が高い。これまで

の生活に比べ、格段に刺激が少なくなったため、認知機能の低下に繋がっていると考える。 

・デイの利用を休止し、再開時に下肢筋力の低下が顕著に表れている方、休止中に自宅で転

倒された方、要介護になった方が多く見られた。 

・コロナが影響していると一概には言えないが、やはり感染に対する恐怖心から外出が無く

なり、交流が減り、気持ちが沈みストレスが増え、心身機能低下に繋がっている。特に自

粛で身体を動かさないことによる関節痛の増強で運動機能低下は否めない。 

 

サービスの工夫例 

コロナ禍においても人との交流の機会は重要であり、不安なく、そして楽しく利用者が通い

たくなるようなサービスの工夫が求められている。 

〈具体例〉 

・日常生活においてどの部分が必要か、維持していかないといけないかを考え、それらを改

善に繋げていけるようなメニューを提供。自宅での入浴が出来るような目標設定を積極的

に導入し、在宅生活を長く維持出来るようなリハビリを展開していく。 

・自宅への訪問、ＺＯＯＭを利用したリアルタイムの安否確認。運動プログラムの提供など

を検討している。感染対策を周知し、安心してサービスを利用して頂けるようにしていく

予定です。 

・引き続き下肢筋力の強化を中心とした運動の実施していく。普段から動いているからと運

動を拒否される方については、働きかけを強化し、運動参加者を増やし、維持できるよう

努めていく。 

・日常生活を維持し過ごせるよう個々の身体の問題点に着目した。オリジナルの運動に力を

入れ、体を動かすことで普段使っていない筋肉に刺激を与え、また程よい運動量で筋力の

維持改善や、疲れやすさの軽減を図った。スタッフの声掛けにより下肢筋力をより意識し

てリハビリを実施した。 

・スタッフ全員が利用者の 1 年後の評価を予想して目標を設定した。外出機会の減少で意欲

低下した方も多いのでコロナが収束した時に、いきいきした生活を送れるよう、基礎体力

を維持出来るように、提供メニューを来所時のみならず自宅でも出来る体操を伝える。自

宅での転倒防止となるよう、日常動作の確認・意識付けのための声掛けをする。 

・デイに来ることが閉じこもりがちな生活の気分転換や、外出へのきっかけにできるよう保

育園・幼稚園とのリモートによる交流の機会の提供、感染症対策を徹底した運動機会の提

供など実施していきたい。 

 

６．考察 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中ではあるが、自宅でできるセルフケアを継

続的に行えるような取り組み、利用者が前向きに通所できるような工夫を行っていただいて

いる。また、多くの事業所で ICT を活用した取り組みを実施、計画していることが見受け

られた。今後も、個々の状況に合わせたアプローチで、サービスの目的である「利用者の心

身機能の維持回復や生活機能の維持向上」に意識して取り組んでいただきたいと思う。 
 



事前・事後チェックリスト実施者
比較

改善, 2900人, 

35%

維持, 2665人, 

32%

悪化, 2783人, 

33%

R1年度 全8348（人）

改善, 2900人, 

31%

維持, 3049人, 

32%

悪化, 3431人, 

37%

R2年度 全9380（人）



評価用チェックリスト結果一覧表
比較

改善, 207事業所, 

51%

維持, 24事業所, 

6%

悪化, 171事業所, 

43%

R1年度 全402事業所

改善, 160事業所, 

36%

維持, 62事業所, 

14%

悪化, 225事業所, 

50%

R2年度 全447事業所



今年度より、年度途中
にサービスを中止した
方についても理由別に
人数を集計して報告を
行うこととした。

1.要介護（24％）
2.感染不安（22％）
3.その他（21％）
・加齢
・持病
・周辺環境の変化
・他事業所への移行

(サービス内容等)

要介護, 938人, 
24%

感染不安, 841人, 
22%

その他, 820人, 
21%

入院, 530人, 14%

死亡, 285人, 7%

引越し, 190人, 5%

怪我, 137人, 4% 自立, 130人, 3%

要介護 感染不安 その他 入院 死亡 引越し 怪我 自立

年度途中にサービスを終了した人数と割合



 

 

 

生活支援訪問サービス従事者養成研修 
 
１．趣旨 

介護予防・日常生活支援総合事業の生活支援訪問サービスにおいて、兵庫県が定め
る「緩和型基準によるサービスの担い手養成研修 標準カリキュラム」に基づき、担
い手を養成する研修を実施している。 

 
２．実施状況 

 平成29年３⽉から令和３年12⽉までに、計21回実施。 
令和３年度は今後２回開催予定（研修定員各回50名）。 

 
３．修了生数・属性 
  延べ 733 名 
    男⼥⽐は、⼥性の割合が８割と⼤幅に⾼い。 
  年代別にみると、10 代から 80 代と幅広い世代が受講。60 代（全体の約 31％）、

50 代（約 24％）、40 代（約 18％）の順に多い結果となっている。 
 
４．修了生の就業に向けた取り組み 
  ・スタッフ募集中の事業者による研修修了生に対する説明会を開催（H29.12〜） 

・サービス事業者から求⼈情報を募集し、研修修了生に配布（H31.3〜） 
・実際のサービス提供内容を撮影した動画を研修内で放映（R2.4〜） 
・ハローワーク神⼾とタイアップした事業所⾯接会の実施（R2.12、R3.10） 

 
５．ハローワークとタイアップした事業所面接会（R3.10月実施） 
  出展事業所14事業所 参加者25名︓内採⽤件数17件 
  参加者アンケートより︓「リラックスした雰囲気があり、相談しながらお話がきけ

てよかった。」 
「介護福祉士として、まずは生活支援訪問サービスで、子

育てしながら再就職したい。」（訪問介護有資格者） 
  出展事業所アンケートより︓「参加者の生活支援訪問サービスに対するイメージや不安

等生の声が聞けて参考になった。この仕事の魅⼒を感じ
てほしい。」 

「今回のような機会は助かる。市がハローワークと共同で
主催しているという安心感も参加者にとっては⼤きな志
望動機になると思う。定期的に開催してほしい。」 

 
６．今後 

研修の広報や、研修修了生が事業所に雇⽤されるよう、スタッフ募集中の事業所と
研修修了生が直接話をできる機会を設けるなどのマッチング支援に、事業所やハロ
ーワーク等と連携しながら取り組んでいきたい。 
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ＫＯＢＥシニア元気ポイント（ボランティアポイント）制度 
 
１．趣旨 

⾼齢者の地域活動への参加を促進するため、⾼齢者施設において配膳の手伝いや話し
相手などの活動を⾏った⾼齢者に、敬⽼パスなどのＩＣカードを介してポイントを交付
し、交通費などへの換⾦を⾏うポイント制度を令和２年10⽉1日から開始している。 
 
２．対象者 

神⼾市在住の65歳以上の⾼齢者 
 

３．ポイントの付与と換⾦について 
活動を⾏った時間の区分に応じ、ポイントを付与するものとする。貯まったポイント

は、年度末に 1,000 ポイント単位で交換（郵送）。 
・２時間未満の活動 100 ポイント・２時間以上の活動 200 ポイント 

（１日に受けることができるポイントは、最⼤ 200 ポイントまで） 
・年間上限 8,000 ポイント（円）（ポイントの有効期限は翌年度末まで １ポイント＝１円） 

 
４．活動施設等 

・介護⽼⼈福祉施設(地域密着型含む) ・短期⼊所生活介護事業所 
・通所介護事業所(地域密着型等含む) ・認知症対応型共同生活介護事業所 
・通所リハビリテーション事業所 ・⼩規模多機能型居宅介護事業所  など 

 
５．活動内容 
 施設職員の指⽰を受けて⾏う軽微かつ補助的な活動 

・話し相手、配膳・下膳の補助、利用者が利用する場所の簡易な清掃・消毒 など 
 
６．12月末現在の登録状況 

・施設の受け⼊れ状況  登録施設 111 カ所  
・活動登録の状況    登録ボランティア 693 ⼈・現在までの累計活動者数 224 ⼈ 

 
７．新たな取り組み 

・コロナ禍のため、⾼齢者施設では外部からの受け⼊れを制限しているケースもあり、
⾼齢者の活躍の場を確保するため、令和３年５⽉、神⼾ハーバーランドセンタービル
に開設した⼤規模ワクチン接種会場の場外において道順案内等に参加していただけ
る活動者を募集した。（約160名の応募があり、延べ116名の方にご参加いただいた。） 

・参加した活動者から「コロナ禍で、なかなか⾼齢者施設で活動できなかったので少
しでも⼈の役にたてて嬉しかった」｢⼈と話せて楽しかった」など声をいただいた。 

・少しでも⾼齢者施設での活動者を増やすため、既に登録頂いている活動登録者と施設
の交流会を⾏った。（現在 2 区で開催） 

・今後も外出機会・社会参加の促進に向け、活動対象拡⼤を検討していく。 
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＜要件＞⽉１回以上通年開催、参加者５名以上、スタッフ 3 ⼈以上、屋外可 等 

イ．基本補助額（限度額︓年額 70,000 円） 

   開催予定回数×2,000 円  

ロ．⾝体活動加算（限度額︓年額 17,500 円） 

１回あたりのつどいの場の開催時間（90 分以上）のうち、15 分以上、 

室内で運動を実施する場合に運動の開催予定回数×500 円をイ．基本 

補助額に加算 ※一部条件あり  

 

 

年額 10,000 円 

＜要件＞年３回以上開催、参加者５名以上、スタッフ３⼈以上、屋外可 など 

※これからつどいの場を⽴ち上げる団体が対象（初年度のみ） 

 ※生活支援コーディネーターからヒアリングを受け、申請が妥当と 

認められたつどいの場のみ申請可能 

つどいの場支援事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
１．令和３年度 交付決定状況 

A.運営補助 交付決定団体数 169（1２⽉ 1 日時点、取り下げなし） 
（内訳） ・週１回程度以上︓59、⽉ 3 回程度︓18、⽉ 2 回程度︓40、⽉ 1 回程度︓52 

    ・体操︓147、⾳楽︓48、茶話会︓89、趣味活動︓85（重複あり） 
    ・東灘区︓12、灘区︓15、中央区︓10、兵庫区︓22、北区︓28、⻑⽥区︓9、 

須磨区︓16、垂⽔区︓28、⻄区︓29 
 B.⽴ち上げ応援補助 交付決定団体数 ２（12 ⽉ 1 日時点、最終締め切り 11 ⽉ 10 日） 
 
２．新型コロナウイルス感染症による影響 

新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため、年度当初から 10 ⽉ 21 日までは⾶沫感染のリ
スクの⾼い飲食・歌唱などの活動については自粛を要請。 

１０⽉ 22 日以降、徐々に全ての活動の再開を依頼しているが、感染への不安や会場・地
域の事情などにより自粛が続いている団体もあることから、会場とオンラインでの同時開催
であるハイブリット型の開催を令和４年度以降、補助⾦対象として認める方針で検討中。 
 
３．生活支援コーディネーターによる後方支援 

担い手の支援として、各区において研修会・交流会なども順次開催している。 
（テーマ例） ・コロナ禍におけるつどいの場運営の成功事例の共有について 

・コロナ禍における⾼齢者の生活の変化について 

つどいの場支援事業（⽴ち上げ支援＋継続支援） 

B.つどいの場「⽴ち上げ応援補助」 

A.つどいの場「運営補助」 
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ケアマネジメント支援体制の強化 
 
１．概要 
 利⽤者・家族、ケアプラン作成者やサービス事業者等が一体となり、自⽴支援・重度
化防⽌に取り組むため、令和 2 年度より新たに介護保険課内に「ケアマネジメント担当
ライン」を創設し、保健師やリハビリ専門職、ケアマネジャー等を配置し、これまで以
上に自⽴支援に向けたケアマネジメントが強化できるよう、ケアプラン作成者を支援し
ている。 
 
２．リハビリ専⾨職によるケアプランの作成者との同⾏支援 
 要支援者に対し、ケアプラン作成者がアセスメント等を⾏う際に、リハビリ専門職（理
学療法士・作業療法士）が利⽤者宅へ同⾏訪問する。利⽤者・家族に対し、心⾝の状態
に応じたサービスの選択や日常生活動作の⼯夫点などの専門的な助⾔を⾏い、ケアプラ
ン作成者へのケアマネジメント支援を⾏う。 

【実績】 
 

利⽤者数 
事業所数 

あんしんすこやか

センター 

居宅介護支援事業所 

令和 2 年度 93 53 ４ 
令和３年度（12 ⽉現在） 166 51 ４ 

 
３．ケアプランチェック体制について 
 指定居宅介護支援事業所のケアプラン点検については、国⺠健康保険団体連合会の適
正化システム活⽤し、点検の必要度が⾼い事業所を抽出し、１段階⽬（第１次点検）と
して縦覧点検を⾏い、２段階⽬（第２次点検）はケアプランチェックと国が指導強化を
進めるサービス付⾼齢者住宅のケアプランの点検を⾏っている。 
 指定介護予防支援事業所については、あんしんすこやかセンターを巡回指導している
「巡回派遣員」等がケアプラン作成者と⾯接を実施し、ケアマネジメントを⾒直す機会
となるようアドバイスを⾏っている。 

【実績】令和２年度 4,614 件、令和３年度（12 ⽉現在）3,223 件 
    ※緊急事態宣⾔発令等により、中⽌や実施方法を⾯接から電話等に変更している。 

 
４．多職種によるケアマネジメント検討会の実施 
 平成 31 年度より、訪問介護（生活援助中心型）の基準回数を超える届出ケアプラン
のうち、多職種で検討することが望ましい事例や、自⽴支援に向けた検討を⾏うことで
効果が⾒込まれる事例について、リハビリ専門職を含めた多職種で検討している。 

【実績】 
 開催回数 事例検討数 事業所数 
令和２年度 ３ ９ ８ 
令和３年度（12 ⽉現在） ２ ８ ６ 
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総合事業の対象者の弾力化への対応

• 対象者：補助（助成）により実施されるサービスについては要介護
認定による介護給付に係る居宅サービス等を受ける前から継続的に
利用する要介護者が含まれる。 地域支援事業実施要綱より

• 要介護者が継続して住⺠主体のサービスを利用する場合であっても、
介護保険給付（訪問介護・通所介護など）を受けることができる。

介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインより

• 住⺠主体のサービスを実施しているボランティア団体等が、市町村
による運営費全体の補助を受けやすくなるなど、継続利用要介護者
の方々のご希望を踏まえて、地域とのつながりを継続することを目
的とする。
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神⼾市における
補助により実施されるサービスについての実施状況

• 神⼾市で対象となるのは神⼾市住⺠主体訪問サービス事業のみ。

【参考】
• 対象者：要支援または事業対象者であり、あんしんすこやかセンターが利用が必要と認めた者
• 利用料：実施団体により設定
• 提供回数：１人につき１日１件まで、月８件まで。

※ゴミ出しは月１件まで
• 補助⾦額：1件〜4,999件：500円/件、2,500,000円上限

神⼾市での実施状況（R3.12.1現在）

実施団体 上半期累計提供実績 継続利用該当者

5団体 411件・316人 14名
※令和３年度中に要介護に移行された方



【参考】要支援から要介護に変更になった方への
サービス利用の実態調査結果

実際の継続利用の有無（人）
令和３年度中に要支援から要介護に変更になった方14名を対象に調査

※利用ありのサービス77

n=14

利用あり 利用なし

※利用なしの理由
• 入院
• 入所
• 区外転居 など

• ＮＰＯ法人等の
自主事業を利用



住⺠主体訪問サービス（訪問型サービスB）
訪問B実施状況

既に実施 未実施

11市 9市
新潟市・千葉市・横浜市

相模原市・静岡市・浜松市
名古屋市・神⼾市・広島市

北九州市・熊本市

札幌市・仙台市・さいたま市
川崎市・京都市・大阪市
堺市・岡山市・福岡市

弾力化実施状況
実施済 実施予定 未定

5市 2市 4市

新潟市・千葉市・横浜市
名古屋市・北九州市 神⼾市・相模原市 静岡市・浜松市

広島市・熊本市
※政令市20市を対象



第8期介護保険事業計画移行の
円滑な運営に向けて

コロナ流行禍における介護保険総合事業への影響
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神⼾市内新規感染者数と
各サービスの前年同月比利用者推移
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介護予防・日常生活支援総合事業
事業費の推移

6,000,000

6,500,000

7,000,000

7,500,000

8,000,000

8,500,000

9,000,000

9,500,000

10,000,000

10,500,000

11,000,000

H30 H31・R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

上限額推計
８期計画
フレイル影響５％
フレイル影響５％＋デイ５％
フレイル影響５％＋デイ１０％

フレイル影響５％＋デイ５％
総合事業上限額突破

フレイル影響５％＋デイ10％
総合事業上限額突破

新型コロナウイルス感染症発生

(千円）
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過去神⼾市の総合事業で⾏った、介護予防通所サービスの利⽤者負担の変更に
ついて 

１．平成 30 年 4 ⽉より、週あたりの利⽤回数に応じた料⾦区分を設けた。 

変更前 変更後 

事業対象者、要支援 1 の方 

1,736 円 週１回程度 1,736 円 

要支援２の方 

3,560 円 週１回程度 1,736 円 

週２回程度 3,560 円 

 

２．令和元年７⽉より、送迎の利⽤がない場合の料⾦区分を設けた。 

変更前 変更後 

事業対象者、要支援１、要支援２（週 1 回程度）の方 

1,736 円 送迎あり 1,736 円 

送迎なし 1,340 円 

要支援２（週２回程度）の方 

3,560 円 送迎あり 3,560 円 

送迎なし 2,767 円 

注）利⽤者負担は、実施開始年度時点で、利⽤者負担１割の場合の負担額 



※通所Aを実施していない都市は神⼾市含む４市
※通所C実施都市神⼾市含む13市
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基本型
（変更なし）

従前相当で
※短時間設定あり

※
短時間は通所型サービス

Aとする

神戸市含む８市 ４市 ８市

上記のうちミニディ等、利用料
を下げた通所Ａを設けている市

神戸市含む２市以外６市

上記のうち
3時間未満　２市
4時間未満　１市　
5時間未満　１市

上記のうち
3時間未満　７市
4時間未満　１市

　※通所型サービスAは、　　
人員基準等の要件緩和あり

時間での料金区分

基本型
（変更なし）

送迎の有無で
料金が異なる

入浴の有無で
料金が異なる

その他の区分

１５市
神戸市含む３市

（うち１市は入浴有無の

料金区分導入）

２市
（うち１市は送迎有無の

料金区分導入）

通所Ａで料金区分を
設けていない市は、

４市

通所Ａでは
６市

通所Ａでは
４市

通所Ａでは
専門的サービスの有無で

区分がある市　１市
委託で実施のため不明　

１市

サービス提供内容での料金区分　

基本型
（変更なし）

要支援２で週1回
当たり単価を設ける

１回当たり
単価とする

その他の区分

６市 神戸市含む８市 ６市

通所Ａでは
６市

通所Ａでは
２市

通所Ａでは
６市

通所Ａでは
週当たりの回数で
区分がある市１市

委託で実施のため不明　
１市

サービス提供回数での料金区分　



 
 

 
 

神戸市 市民福祉調査委員会 介護保険専門分科会 企画・調査部会 

 総合事業サービスワーキンググループ委員名簿 （敬称略、五十音順） 

 
   

 

 明石 隆行 種智院大学人文学部社会福祉学科教授 

 
 足立 泰美 甲南大学経済学部経済学科教授 

 

 大浦 由紀 神戸市シルバーサービス事業者連絡会副会長 

  植野 礼子 一般社団法人神戸市ケアマネジャー連絡会世話人 

  

 大貫 智彦 一般社団法人神戸市老人福祉施設連盟副理事長 

  

 宗政 美穂 
特定非営利活動法人 

福祉ネットワーク西須磨だんらん事務局長 

  
計６名  
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神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会運営要綱 

平成１２年７月１１日 

分 科 会 決 定 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、神戸市市民福祉調査委員会運営要綱（平成１２年４月１８日決定）第

９条の規定に基づき、神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会（以下「専門分科会」

という。）の運営に関し必要な事項について定める。 
（部会） 

第２条 専門分科会に、次の部会を設置する。 
（1）企画・調査部会 定数１０名以内 
（2）サービス研究会 定数１５名以内 
（3）地域密着型サービス運営委員会 定数１５名以内 
２ 第 1 項の各号に掲げる部会の所掌事務は、別表に掲げるとおりとする。 
３ 部会に属すべき委員及び臨時委員は、分科会長が指名する。 
４ 部会に部会長を置き、部会長は、部会に属する委員及び臨時委員の互選によって定める。 
５ 部会長は、その部会の会務を総理する。 
６ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員及

び臨時委員が､その職務を代理する。 
７ 部会は、部会長が招集する。 
８ 部会は、部会に属する委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開催することが

できない。 
９ 部会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の

決するところによる。 
１０ 部会に必要に応じてワーキンググループを置くことができる。 
（関係者の出席） 

第３条 部会長は、必要があると認めるときは、部会に関係者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 
（代表幹事及び幹事） 

第４条 専門分科会及び部会に代表幹事及び幹事を置く。 
２ 代表幹事及び幹事は、市職員のうちから分科会長が指名する。 
３ 代表幹事及び幹事は、専門分科会及び部会の所掌事務について委員及び臨時委員を補佐す

る。 
（庶務） 

第５条 部会の庶務は、保健福祉局高齢福祉部介護保険課において処理する。 
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（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営等に関し必要な事項は、部会が定める。 

 附 則 

この要綱は、平成１２年７月１１日より施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成１３年７月１９日より施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成１８年２月１１日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年２月９日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年２月１７日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年２月１０日より施行する。 

 

 

別表（第２条関係） 

 

部会の所掌事務 

 

１ 企画・調査部会 

（1）介護保険事業計画の点検及びそれに必要な調査の実施に関すること 

（2）介護保険事業計画の策定に必要な調査の実施に関すること 

（3）高齢者保健福祉計画の策定に必要な調査の実施に関すること 

（4）新しい介護予防・日常生活支援総合事業の立ち上げ及び円滑な運営に関して必要なこと 

 

２ サービス研究会 

介護サービスの質の向上に関すること 

 

３ 地域密着型サービス運営委員会 

(1) 地域密着型サービスの指定基準に関すること 

(2) 地域密着型サービスの指定、指定拒否及び指定取消に関すること 

 (3) 地域密着型サービスの介護報酬に関すること 
(4) その他、地域密着型サービスの円滑な運営に関して必要と認められること 



神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会企画・調査部会 
ワーキンググループ設置要綱 

平成２７年５月２８日 
企画・調査部会決定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会運営要綱（平成１２年

７月１１日決定）第６条の規定に基づき、神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会

企画・調査部会ワーキンググループ（以下「ワーキンググループ」という。）の設置及び運

営に関し必要な事項について定める。 

（ワーキンググループ） 

第２条 新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施に向けて必要な検討を行うため、企

画・調査部会に、次のワーキンググループを設置する。 

（1）総合事業サービスワーキンググループ 定数１０名以内 

（2）ケアマネジメント検討ワーキンググループ 定数１０名以内 

２ 第 1 項の各号に掲げるワーキンググループの所掌事務は、別表に掲げるとおりとする。 

３ ワーキンググループに属すべき委員及び臨時委員は、部会長が指名する。 

４ ワーキンググループに座長を置き、座長は、ワーキンググループに属する委員及び臨時委

員の互選によって定める。 

５ 座長は、そのワーキンググループの会務を総理する。 

６ 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員及び臨時

委員が､その職務を代理する。 

７ ワーキンググループは、座長が招集する。 

８ ワーキンググループは、ワーキンググループに属する委員及び臨時委員の過半数が出席し

なければ会議を開催することができない。 

（関係者の出席） 

第３条 座長は、必要があると認めるときは、ワーキンググループに関係者の出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第４条 ワーキンググループの庶務は、保健福祉局高齢福祉部介護保険課において処理する。 

（委任） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営等に関し必要な事項は、

ワーキンググループが定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年５月２９日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年８月１０日より施行する。 
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別表（第２条関係） 

 

ワーキンググループの所掌事務 

 

１ 総合事業サービスワーキンググループ 

（1）総合事業で実施するサービスの基準、単価、利用者負担等の検討に関すること 

（2）その他、総合事業の立ち上げ及び円滑な運営に関して必要と認められること 

 

 

２ ケアマネジメント検討ワーキンググループ 

（1）総合事業で実施する介護予防ケアマネジメントに必要なプロセス、アセスメントツール、

様式等の検討に関すること 

（2）その他、総合事業で実施する介護予防ケアマネジメントに関して必要と認められること 

 



 
 

令和２年度第１回総合事業サービスワーキンググループにおける主なご意見 

 
総合事業サービスを円滑に運営できるよう、令和 2 年 10 月 23 日に開催した、

「総合事業サービスワーキンググループ」において、委員の皆様よりいただい

た主な意見は以下の通り。 
 

① 介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況 

●コロナ禍での各サービスの状況 

・デイサービスの利用を控えている方が多い。特に、要支援者等で予防のた

め運動に特化したサービスを利用していた方が控えていた。この中には、本

来デイサービスを利用しなくてもよかった方もいたようだが、久しぶりに来

ると身体の様子が変わっている方もいて、人と会って身体を動かすことの影

響の大きさを実感している。一方、食事や入浴、レスパイトが目的の方は継

続していた。 

・本人よりも家族が過度に感染を恐れている。 

・ヘルプサービスのニーズはあるが、ヘルパー自身も高齢のため、感染を恐

れて従事できなくなったケースがあった。 

・この機会にパソコン等の機器をすべて更新し、オンライン面会などの体制

を整えたところ、利用者やその家族に喜ばれただけでなく、業務効率も上が

った。人材確保には事務負担の軽減も重要。 

●ＫＯＢＥシニア元気ポイント制度 

・登録者数と参加施設数が少ないが、全市の実績か。 

→（事務局）新型コロナウイルス感染症の影響で当初計画よりも規模を縮小

して 10 月からスタートしているが、今後感染状況を注視しながら徐々に広

報を登録者、参加施設ともに拡大していきたい。 

●ケアマネジメント支援体制の強化 

・新型コロナウイルス感染症の影響もあり、実質９月からリハビリ専門職に

よる同行支援などを開始したばかりのため十分周知されていないが、重要な

取り組みだと思う。適正なサービス利用となるよう、見極める仕組みは必要。 

 

② 第８期介護保険事業計画以降の円滑な運営に向けて 

・国が示す総合事業の事業費の上限額を超えてしまうと、保険料や一般財源

での負担が必要になる。事業費見込の推移を踏まえた対応が必要だろう。 

・デイサービスは、利用者のニーズやフレイルの状態を注視し、他都市の状

況なども勘案し、利用の仕方を含めた検討が必要だろう。 

・新型コロナウイルス感染症によるデイサービスの利用者の減は、持ち直し

てきてはいるが、経営への影響が大きい。 

・介護業界全体で担い手が不足しているので、新型コロナウイルス感染症の

影響で解雇されてしまった接客業の方など、人と関わることが好きな方をな

んとか業界で受け入れたい。訪問系のサービスは慣れていないとハードルが

高いが、仕事内容がわかるよう、先輩ヘルパーらのインタビュー動画などを

活用し、官民あげて人材を確保してはどうか。ハローワークなどとも連携し

て若年層を取り込んではどうか。 

・第８期介護保険事業計画中に、利用者負担を含めたサービス内容を検討す

る。 

→（事務局）新型コロナウイルス感染症の影響を注視しつつ、他都市の状況

も調べ、令和３年度以降にご意見を伺いながら検討していきたい。 
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